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規 則

高知県行政不服審査法関係手数料徴収条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第63号

高知県行政不服審査法関係手数料徴収条例施行規則の一

部を改正する規則

高知県行政不服審査法関係手数料徴収条例施行規則（平成28年

高知県規則第10号）の一部を次のように改正する。

第 3条の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条に次の 1

項を加える。

4　条例第 3条（条例第 5条において準用する場合を含む。）の

規定に基づく手数料の減免に関する権限を審理員等に委任す

る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第64号

高知県林業・木材産業改善資金貸付規則の一部を改正す

る規則

高知県林業・木材産業改善資金貸付規則（平成16年高知県規則

第 6号）の一部を次のように改正する。

第 3条第 1項中「次項に規定する認定中小企業者」を「中小企

業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

（平成20年法律第38号。次項第 3号において「農商工等連携促進

法」という。）第13条第 1項の規定により読み替えて適用される

法第 3条第 1項に規定する当該認定中小企業者」に、「）又は」

を「以下同じ。）又は」に、「同項」を「地域資源を活用した農

林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促

進に関する法律（平成22年法律第67号。次項第 6号において「六

次産業化法」という。）第10条第 1項の規定により読み替えて適

用される法第 3条第 1項」に、「）ごとの」を「以下同じ。）ご

との」に改め、同条第 2項を次のように改める。

2 　貸付金の償還期間は、10年以内（ 3 年以内の据置期間を含

む。）とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、そ

れぞれ当該各号に定める期間とする。

( 1 )　林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関

する暫定措置法（昭和54年法律第51号）第 3条第 1項の認定

を受けた者が当該認定に係る同条第 2項第 3号に規定する措

置を実施するのに必要な林業経営基盤の強化等の促進のため

の資金の融通等に関する暫定措置法施行令（昭和54年政令第

205号）第 7 条第 1 項に規定する資金を借り入れる場合　12

年以内（ 3年以内の据置期間を含む。）

( 2 )　林業労働力の確保の促進に関する法律（平成 8年法律第

45号）第 5条第 1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る

計画に従って同項に規定する改善措置を実施するのに必要な

林業労働力の確保の促進に関する法律施行令（平成 8年政令

第153号）第 3条第 1項に規定する資金を借り入れる場合

　15年以内（ 3年以内の据置期間を含む。）

( 3 )　農商工等連携促進法第 4条第 1項の認定を受けた者が当

該認定に係る同条第 2項第 2号ロに規定する措置を実施する

のに必要な同法第13条第 2項に規定する資金を借り入れる場

合　12年以内（ 5年以内の据置期間を含む。）

( 4 )　農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用

の促進に関する法律（平成20年法律第45号）第 4条第 1項の

認定を受けた者が当該認定に係る計画に従って同法第 2条第

3項第 2号イに規定する措置を実施するのに必要な同法第 9

条に規定する資金を借り入れる場合　12年以内（ 3年以内の

据置期間を含む。）

( 5 )　公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

（平成22年法律第36号）第10条第 1項の認定を受けた者が当

該認定に係る計画を実施するのに必要な同法第12条に規定す

る資金を借り入れる場合　12年以内（ 3年以内の据置期間を

含む。）

( 6 )　六次産業化法第 5条第 1項の認定を受けた者が当該認定

に係る同条第 4項第 2号に規定する措置を実施するのに必要

な同法第10条第 2項に規定する資金を借り入れる場合　12年

以内（ 5年以内の据置期間を含む。）

( 7 )　森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成20

年法律第32号）第 9条第 1項の認定を受けた者が当該認定に

係る計画を実施するのに必要な同法第11条第 1項に規定する

資金を借り入れる場合　12年以内（ 5年以内の据置期間を含

む。）

( 8 )　山村振興法（昭和40年法律第64号）第 8条第 1項及び第

7項の同意を得た計画に従って同条第 6項第 1号に規定する

事業を実施しようとする者が当該事業を実施するのに必要な

同法第 8条の 6第 1項に規定する資金を借り入れる場合　12

年以内（ 5年以内の据置期間を含む。）

( 9 )　木材の安定供給の確保に関する特別措置法（平成 8年法

律第47号）第 4条第 4項の認定を受けた者が当該認定に係る

計画に従って同条第 1項に規定する木材生産流通改善施設を

整備するのに必要な同法第15条に規定する資金を借り入れる

場合　12年以内（ 3年以内の据置期間を含む。）

附則第 3 項中「平成28年 3 月31日」を「平成30年 3 月31日」

に、「」とあるのは「13年」と、「12年」とあるのは「15年」

と、「15年」とあるのは「18年」と、「 3 年」とあるのは「 6

年」と、「 5年」とあるのは「 8年」を「以内（ 3年」とあるの

は「13年以内（ 6年」と、同項第 1号、第 4号及び第 5号中「12
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年以内（ 3年」とあるのは「15年以内（ 6年」と、同項第 2号中

「15年以内（ 3年」とあるのは「18年以内（ 6年」と、同項第 3

号及び第 6 号中「12年以内（ 5 年」とあるのは「15年以内（ 8

年」と、同項第 9号中「 3年」とあるのは「 6年」に改める。

　別記第 1 号様式中「に規定により」を「の規定により」に、

「林業・木材産業改善措以外」を「林業・木材産業改善措置以

外」に、

「 7　地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第10条第 2

項に規定する資金を調達方法とする場合は、同法第 5条第

1項に規定する総合化事業計画の認定書の写し　　　　　」

を

「 7　地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第10条第 2

項に規定する資金を調達方法とする場合は、同法第 5条第

1項に規定する総合化事業計画の認定書の写し

8　森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第11条第

1項に規定する資金を調達方法とする場合は、同法第 9条

第 1項の規定に基づく特定増殖事業計画の認定書の写し

9　山村振興法第 8条の 6第 1項に規定する資金を調達方法

とする場合は、同法第 8条第 1項に規定する山村振興計画

の計画書（同条第 3項に規定する産業振興施策促進事項及

び同条第 6項第 1号に規定する森林資源活用型地域活性化

事業について記載したもの）及び当該計画に係る都道府県

の同意文書の写し

10　木材の安定供給の確保に関する特別措置法第15条に規定

する資金を調達方法とする場合は、同法第 4条第 1項の規

定に基づく事業計画の認定書の写し　　　　　　　　　　」

に改める。

　別記第10号様式中「処分に」を「処分について」に、「60日」

を「 3月」に、「に基づき」を「の規定に基づき、」に、「異議

申立て」を「審査請求」に、「の取消しの訴えは、この処分」を

「については、この処分」に、「 6箇月」を「 6月」に、「高知

県を被告」を「行政事件訴訟法の規定に基づき、高知県を被告」

に、「高知県知事になります」を「高知県知事となります」に、

「）提起する」を「）、処分の取消しの訴えを提起する」に、

「この処分の取消しの訴えを」を「処分の取消しの訴えを」に、

「この処分の取消しの訴えは、その」を「その」に、「決定」を

「裁決」に、「に提起する」を「に、処分の取消しの訴えを提起

する」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第65号

高知県宅地建物取引業法施行細則の一部を改正する規則

高知県宅地建物取引業法施行細則（昭和40年高知県規則第87

号）の一部を次のように改正する。

第12条中「第 9条第 1項」を「第 8条第 1項」に改める。

第13条中「第 9条第 2項」を「第 8条第 2項」に改める。

別記第 6 号様式中「第 8 条第 1 項第 3 号（第 8 条第 2 項第 3

号）」を「第 7 条第 1 項第 3 号（第 7 条第 2 項第 3 号）」に、

「第 9条第 1項」を「第 8条第 1項」に改める。

別記第 7 号様式中「第 8 条第 1 項第 3 号（第 8 条第 2 項第 3

号）」を「第 7 条第 1 項第 3 号（第 7 条第 2 項第 3 号）」に、

「第 9条第 2項」を「第 8条第 2項」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第548号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7号）第 3条の規定により告示する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査の名称

林業労働力、林業機械器具及び素材生産量調査（林業就業者

調査）

2　調査の目的

本県における林業就業者の就労状況、林業機械器具の保有状

況及び素材生産量について実態調査を行い、林業労働力対策、

林業機械の近代化及び林業・木材産業全般の施策の基礎資料と

するため。

3　調査対象の範囲

( 1 )　地域

県内全域

( 2 )　単位

人

( 3 )　属性

林業就業者

4　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　林業就業者の属性に関する事項（氏名、年齢、性別、住

所及び連絡先）

イ　雇用形態（森林組合作業班員、会社等雇用就業者、県内

移動就業者、県外出稼ぎ就業者、自営業者、一人親方又は

県外就業者）

ウ　作業種別就労日数（造林、伐木造林、椎
し い た け

茸、薪炭等）

エ　チェーンソー保有台数

オ　新規又は離職の別

カ　動向区分（最終学歴、他業種からの参入及び県外からの

Ｕ・Ｉ・Ｊターン等の状況）

( 2 )　その基準となる期間

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

5　報告を求める者

( 1 )　数

2,600人（概数）

( 2 )　選定方法

全数

6　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

7　報告を求める期間

平成29年 7月下旬から同年10月30日まで

高知県告示第549号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7号）第 3条の規定により告示する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査の名称

林業労働力、林業機械器具及び素材生産量調査（林業機械器

具調査）

2　調査の目的

本県における林業就業者の就労状況、林業機械器具の保有状

況及び素材生産量について実態調査を行い、林業労働力対策、

林業機械の近代化及び林業・木材産業全般の施策の基礎資料と

するため。

3　調査対象の範囲

( 1 )　地域

県内全域

( 2 )　単位

人及び事業体

( 3 )　属性

林業就業者及び林業事業体

4　報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　林業機械・器具現況調査票

(ア)　保有状況
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(イ)　所有区分

イ　高性能林業機械の機種別導入状況調査票

(ア)　機械名 

(イ)　導入・廃棄年月、導入状況（新規・中古）及び廃棄

状況（廃棄・売却）

(ウ)　導入者名

(エ)　機械のメーカー及び型式名

(オ)　稼働日数及び保有日数

(カ)　メンテナンス経費

ウ　高性能林業機械導入事業体別調査票

(ア)　事業体名

(イ)　年間素材生産量

(ウ)　年間労働投下量

(エ)　 1人当たりの素材生産量

エ　森林情報管理機器（森林ＧＩＳ）調査票

(ア)　導入者名

(イ)　機器のメーカー及び名称

(ウ)　導入年度

(エ)　導入した事業等名称

オ　森林情報管理機器（ＧＰＳ）調査票

(ア)　導入者名

(イ)　ＧＰＳ受信機のメーカー、名称及び台数

(ウ)　ＧＰＳ受信機の使用比率、導入年度及び導入した事

業等名称

(エ)　ＧＰＳ用図化ソフトウェアのメーカー、名称、導入

年度及び導入した事業等名称

( 2 )　その基準となる期日又は期間

( 1 )のア、エ及びオに掲げる事項にあっては平成29年 3月

31日現在、( 1 )のイ及びウに掲げる事項にあっては平成28年

4月 1日から平成29年 3月31日まで

5　報告を求める者

( 1 )　数

550人又は事業体（概数）

( 2 )　選定方法

全数

6　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

7　報告を求める期間

平成29年 7月下旬から同年10月30日まで

高知県告示第550号

次のとおり県統計調査を行うので、高知県統計調査条例（平成

21年高知県条例第 7号）第 3条の規定により告示する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査の名称

林業労働力、林業機械器具及び素材生産量調査（素材生産量

調査）

2　調査の目的

本県における林業就業者の就労状況、林業機械器具の保有状

況及び素材生産量について実態調査を行い、林業労働力対策、

林業機械の近代化及び林業・木材産業全般の施策の基礎資料と

するため。

3　調査対象の範囲

( 1 )　地域

県内全域

( 2 )　単位

事業体

( 3 )　属性

林業事業体

4　報告を求める事項及びその基準となる期間

( 1 )　報告を求める事項

ア　林業事業体の属性に関する事項（事業体名、代表者名、

住所及び連絡先）

イ　事業組織の形態（株式会社、有限会社、個人経営、林業

経営者、森林組合、その他の組合等）

ウ　素生連の加入状況

エ　素材生産量（民有林及び国有林）

オ　葉付乾燥材の生産量（民有林及び国有林）

カ　素材出荷量

( 2 )　その基準となる期間

平成28年 1月 1日から同年12月31日まで

5　報告を求める者

( 1 )　数

140事業体

( 2 )　選定方法

全数

6　報告を求めるために用いる方法

( 1 )　調査組織

県が民間業者を経由して報告を求める。

( 2 )　調査方法

郵送調査

7　報告を求める期間

平成29年 7月下旬から同年10月30日まで

高知県告示第551号

次の保安林の指定施業要件を変更したので、森林法（昭和26年

法律第249号）第33条の 3 において準用する同法第33条第 6 項に

おいて準用する同条第 1項の規定により告示する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

安芸市（次の図に示す部分に限る。）

2　保安林として指定された目的

　　公衆の保健

3　変更後の指定施業要件

( 1 )　立木の伐採の方法

ア　次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止す

る。

字夘左開3324、3330から3332まで、3333の 1 、3333の

2、3335から3340まで、字檮谷3341から3361まで、字荒谷

3366から3374まで、3378から3385まで、字馬ノ背3392から

3403まで、字廣場3404から3413まで、3989の 2、字廣場ノ

西3414から3427まで、3990の 2から3990の10まで、3991の

1から3991の 5まで、3992の 1から3992の 4まで、3993の

1、3993の 2、3994、字砥石谷3428の 1、3428の 2、3429

から3432まで、3434から3438まで、3995、3996の 1、字砥

石谷ノセイ3439、3440、3442から3448まで、3997の 1 、

3998、字笹谷口3976、字和右エ門開4011の 3 、字檮谷山

4033の 5、4033の 6、字南谷1696から1708まで、2150の 1

から2150の 4 まで、字北谷1709、1710、1712、1714、

1715、1717、2149の 1から2149の 3まで、字廣畝1720から

1722まで、2145のイ、2145の 2 、字熊ノ谷1724、1725、

2144のイ、字大畝1726の 1、1726の 2、1731の 1、1731の

2 、2143の 1 、字鱶ノ口1732の 1 、1732の 2 、字松ノ畝

2147の 1、2147の 2、2148

イ　次の森林については、主伐は、択伐による。

字北大良乙874の 3、乙874のニ

ウ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな

い。

エ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐

期齢以上のものとする。

オ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　( 2 )　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を高知県林業振興・環境部治山林道課及び安芸市役所に備

え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第552号

平成29年 6 月高知県告示第502号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十町役場に掲示す
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るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )　登記簿記載の住所

名古屋市中区栄一丁目 1番 4号

( 2 )　氏名

株式会社オリモク

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )ア　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町（次の図に示す部分に限る。）

イ　保安林として指定された目的

魚つき

ウ　変更後の指定施業要件

立木の伐採の限度について

( 2 )ア　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町（次の図に示す部分に限る。）

イ　保安林として指定された目的

干害の防備

ウ　変更後の指定施業要件

立木の伐採の限度について

( 3 )ア　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町（次の図に示す部分に限る。）

イ　保安林として指定された目的

公衆の保健

ウ　変更後の指定施業要件

立木の伐採の限度について

（「次の図」は、省略し、その図面を高知県林業振興・環境部

治山林道課及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第553号

室戸市羽根町の一部地区、土佐市甲原の一部地区、長岡郡大豊

町北川の一部地区並びに高岡郡佐川町甲及び永野の各一部地区に

おける地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第180号）

第19条第 2項の規定により国土調査の成果として認証したので、

同条第 4項の規定により次のとおり告示する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　調査を行った者の名称

( 1 )　芸東森林組合

( 2 )　土佐市

( 3 )　大豊町

( 4 )　佐川町

2　調査を行った地域及び時期

( 1 )　室戸市羽根町の一部

平成26年度及び平成27年度

( 2 )　土佐市甲原の一部

平成24年度及び平成25年度

( 3 )　長岡郡大豊町北川の一部

平成24年度及び平成25年度

( 4 )　高岡郡佐川町甲及び永野の各一部

平成24年度及び平成25年度

3　成果の名称

( 1 )　室戸市地籍図及び地籍簿

( 2 )　土佐市地籍図及び地籍簿

( 3 )　大豊町地籍図及び地籍簿

( 4 )　佐川町地籍図及び地籍簿

4　認証年月日

平成29年 7月18日

高知県告示第554号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の 8 第 2 項の

規定により指定構造計算適合性判定機関から指定構造計算適合性

判定機関の住所の変更について届出があったので、平成27年 7月

高知県告示第414号（指定構造計算適合性判定機関への構造計算

適合性判定の業務の委任）の一部を次のように改正し、平成29年

8 月 1日から施行する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1中「神奈川県横浜市中区山下町 1番地　シルクビル」を「神

奈川県横浜市中区山下町22番地」に改める。

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、北川土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員の届出

があった。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

　理事　　山本　喜三　安芸郡北川村長山　110番地イ

　〃　　　西岡　　啓　〃　　〃　　加茂　 39番地 3

　〃　　　池田　一平　〃　　〃　　〃　　314番地

　〃　　　山嶋　　𠀋　〃　　〃　　野友乙114番地

　〃　　　田中査都志　〃　　〃　　〃　乙239番地

　〃　　　髙橋　庸夫　〃　　〃　　〃　乙334番地

　〃　　　和田　一実　〃　　〃　　長山　372番地

　〃　　　濵渦　豊一　〃　　〃　　柏木　274番地

　〃　　　和田　彰裕　〃　　〃　　長山　568番地 3

　監事　　大寺　武久　〃　　〃　　加茂　317番地

　〃　　　和田　拓司　〃　　〃　　長山　543番地

（就任）

　理事　　山本　喜三　安芸郡北川村長山　110番地イ

　〃　　　西岡　　啓　〃　　〃　　加茂　 39番地 3

　〃　　　池田　一平　〃　　〃　　〃　　314番地

　〃　　　山嶋　　𠀋　〃　　〃　　野友乙114番地

　〃　　　田中査都志　〃　　〃　　〃　乙239番地

　〃　　　髙橋　庸夫　〃　　〃　　〃　乙334番地

　〃　　　和田　一実　〃　　〃　　長山　372番地

　〃　　　濵渦　豊一　〃　　〃　　柏木　274番地

　〃　　　和田　彰裕　〃　　〃　　長山　568番地 3

　監事　　大寺　武久　〃　　〃　　加茂　317番地

　〃　　　和田　拓司　〃　　〃　　長山　543番地

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、北川土地改良区の定款の変更を平成29年 7 月 4 日に認可し

た。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6箇月以内に、高知県を被告として（訴訟に

おいて高知県を代表する者は高知県知事となる。）、この認可の

取消しの訴えを提起することができる。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の 3 第 1 項の規定

により、県営土地改良事業（安芸地区中山間地域総合整備事業

（用排水施設））の計画を変更したので、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　縦覧に供する書類

県営土地改良事業変更計画書の写し

2　縦覧期間

平成29年 7月18日から同年 8月16日まで

3　縦覧場所

安芸市役所

4　その他

この土地改良事業の計画の変更については、縦覧期間満了の

日の翌日から起算して15日以内に知事に対して審査請求をする

ことができる。

また、この土地改良事業の計画の変更については、上記の審

査請求のほか、この土地改良事業の計画が変更されたことを

知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、高知県を被告とし

て（訴訟において高知県を代表する者は高知県知事とな
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る。）、土地改良事業の計画の変更の取消しの訴えを提起する

ことができる。

建設業法（昭和24年法律第100号）第28条第 3 項の規定に基づ

く処分をしたので、同法第29条の 5第 1項の規定により次のとお

り公告する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

1　処分をした年月日

平成29年 7月18日

2　処分を受けた者の商号又は名称、代表者の氏名、主たる営業

所の所在地及び許可番号

有限会社山中建設

代表取締役　笹岡　満夫

土佐郡大川村上小南川307－47

高知県知事許可（特）第5832号

3　処分の内容

建設業法第28条第 3項の規定に基づく建設業の営業の停止

( 1 )　停止を命ずる営業の範囲

公共工事（国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律

第34号）別表第 1 に掲げる公共法人（地方公共団体を除

く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）

第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。）

に係るもの

( 2 )　営業の停止の期間

平成29年 7月18日から同年 8月 8日までの22日間

4　処分の原因となった事実

有限会社山中建設は、県発注工事（県道高知本山線防災・安

全交付金工事）の入札に当たり、当該入札の参加資格である施

工実績について、虚偽の申請を行い、契約締結をしていた。

また、この施工実績は、大川村発注工事において、下請施工

であったものを自社施工と偽ったものであり、そのため、当該

工事に係る建設業法第24条の 7第 1項に規定する施工体制台帳

を作成していなかった。

これらのことは、建設業法第28条第 1項第 2号の規定に該当

する。

河川法（昭和39年法律第167号）第16条第 1 項の規定により二

級河川伊尾木川水系について河川整備基本方針を次のとおり定め

たので、同条第 5項の規定により公表する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を高知県土木部河

川課及び高知県安芸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

河川法（昭和39年法律第167号）第16条第 1 項の規定により二

級河川安芸川水系について河川整備基本方針を次のとおり定めた

ので、同条第 5項の規定により公表する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を高知県土木部河

川課及び高知県安芸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

河川法（昭和39年法律第167号）第16条第 1 項の規定により二

級河川夜須川水系について河川整備基本方針を次のとおり定めた

ので、同条第 5項の規定により公表する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を高知県土木部河

川課及び高知県中央東土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

河川法（昭和39年法律第167号）第16条の 2 第 1 項の規定によ

り二級河川奈半利川水系について河川整備計画を次のとおり定め

たので、同条第 6項の規定により公表する。

平成29年 7月18日

高知県知事　尾﨑　正直

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を高知県土木部河

川課及び高知県安芸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成29年 7月18日

高知県警察本部長　上野　正史

1　入札に付する事項

( 1 )　借入物品の名称及び数量

高知県警察本部庁舎無停電電源装置　一式

( 2 )　借入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　借入物品の借入期間

平成30年 3月 1日から平成40年 2月29日まで

( 4 )　借入物品の借入場所

高知県警察本部庁舎 3階　電気室

( 5 )　入札方法

ア　入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間

の賃貸借料の月額を入札書に記載すること。

イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の 8 に相当する額を加算した金額（当該金額

に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「平成27～29年度競争入札参加資格者

登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている者である

こと。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、平成27

年度から平成29年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（平成26年 9 月高知県告示第555号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

及び告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 5 )　入札説明書に示した借入物品の要求仕様に合致した物

品及び数量を確実に納入し得ることを証明し、かつ、契約

を完全に履行する業務の実施体制及び能力を備えている者

であること。

( 6 )　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－8544

高知市丸ノ内二丁目 4－30

高知県警察本部警務部装備施設課庁舎管理係

電話番号088－826－0110（内線2302）
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( 2 )　入札説明書の交付方法

平成29年 7月18日（火）から同年 8月 4日（金）まで（日

曜日及び土曜日を除く。）の間に( 1 )の交付場所で交付す

る。

( 3 )　入札事前説明会の日時及び場所

ア　日時

平成29年 8 月 2日（水）午後 2時

イ　場所

高知市丸ノ内二丁目 4 －30　高知県警察本部 4 階　403

会議室

( 4 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

平成29年 8 月22日（火）午前11時

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、平成29年

8 月18日（金）午後 5時までに( 1 )の交付場所に必着する

こと。

イ　場所

高知市丸ノ内二丁目 4 －30　高知県警察本部 4 階　403

会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した借入物品の機能等証明書及び借入物品を納入することが

できることを証明する書類を平成29年 8 月 4日午後 5時まで

に 3の( 1 )の交付場所に提出しなければならない。また、開

札の日までの間において、高知県警察本部長から当該書類に

関し説明を求められた場合は、これに応じなければならな

い。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、高知県知事が定める

申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務セン

ターに提出すること。ただし、平成29年 7月31日（月）午後

5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る

入札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行っ

た場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に

係る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be leased: 

Uninterruptible Power Supply for Kochi Prefectural 

Police Headquarters 1 set

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Friday 4

August 2017

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 11:00 A.M. on 

Tuesday 22 August 2017

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive by 5:00 P.M. on Friday 18 August 2017

( 5 )　Contact: Equipments and Facilities Division, 

Department of Police Administration, Kochi Prefectural 

Police Headquarters, 2-4-30 Marunouchi, Kochi City, 

Kochi 780-8544 Japan

Tel: 088-826-0110 (ext. 2302)

( 6 )　Others: As in the tender documentation

そ の 他

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第 3

項の規定により、平成28年度の決算の要旨を公告する。

平成29年 7月18日

高知県市町村職員共済組合理事長　板原　啓文
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損益計算書の要旨 （単位：千円）

経理区分 短期
厚生年金

保険
退職等年金 経過的長期

経過的長期
預託金管理

業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金 3,183,738 7,783,566 426,012 96,089 114,516 123,366

特定健康診査等収入 25,954

掛金 3,116,818 426,007 120,462

組合員保険料 4,960,917

施設収入・商品売上 171,362 9,061

基礎年金交付金

利息及び配当金 23,825 26 49 34 791,371

その他の収入 622,053 62,854 7,428 44,316 223,387 32,277 4,196

他経理から繰入 21,066 60,042

前年度支払準備金 475,878

前年度繰越長期給付積立金

計 7,398,487 12,744,483 852,019 96,089 23,825 198,462 277,259 275,754 1,014,758 32,277 13,257

給付 3,084,334

役職員給与 79,158 30,632 47,564 5,620

旅費・事務費 10,180 2,480 1,684 3,698 1,830 542

商品仕入 3,666 8,283

飲食材料費 24,218

委託費・委託管理費 2,132 1,856 32,807 3,668 20 177

支払利息 23,825 1,300 809,082 23,825 284

連合会払込金 75,376 1,445

前期高齢者納付金 1,487,548

後期高齢者支援金 1,102,674

病床転換支援金 6

老人保健拠出金 26

退職者給付拠出金 69,659

基礎年金拠出金負担金

他経理へ繰入 21,066 42 60,000

その他の支出 734,497 12,744,483 852,019 96,089 97,870 236,609 154,846 23,453 3,308 4,669

次年度支払準備金 470,657

次年度繰越長期給付積立金

計 7,045,843 12,744,483 852,019 96,089 23,825 189,340 271,619 218,521 947,465 36,048 13,955

352,644 9,122 5,640 57,233 67,293 △ 3,771 △ 698

収
入

支
出

差引当期利益金又は当期損失金（△）
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貸借対照表の要旨 （単位：千円）

経理区分 短期
厚生年金

保険
退職等年金 経過的長期

経過的長期
預託金管理

業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

流動資産 796,009 774,539 54,162 688 34,895 308,622 386,209 203,892 9,928,706 81,206 113,060

固定資産 884,000 11,073 488 1,153,064 58,243,716 1,120,975

繰延資産 433

796,009 774,539 54,162 688 918,895 319,695 386,697 1,356,956 68,172,855 1,202,181 113,060

流動負債 8,870 774,539 54,162 688 2,246 26,175 17,749 63,995,772 63 1,430

固定負債 470,657 918,895 133,921 56,345 140,908 55,290 983,785 63,000

負債合計 479,527 774,539 54,162 688 918,895 136,167 82,520 158,657 64,051,062 983,848 64,430

資本剰余金 647 150,000

積立金

利益剰余金又は欠損金 316,482 182,881 304,177 1,048,299 4,121,793 218,333 48,630

資本合計 316,482 183,528 304,177 1,198,299 4,121,793 218,333 48,630

796,009 774,539 54,162 688 918,895 319,695 386,697 1,356,956 68,172,855 1,202,181 113,060負債・資本合計

資産合計

負
債

資
本

資
産
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